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環境部産業廃棄物指導課 

《埼玉県土砂条例※に基づく手続きについて》 

※ 正式名称：「埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」 

手続きが必要な行為 

埼玉県内で３，０００㎡以上の面積に土砂を堆積する場合→堆積に係る土地の汚染調査結果届出書（様式第２号） 

 「土砂の堆積」とは、山間部の谷地を埋め立てる行為、農地や宅地の造成などで土地を埋め立てる又

は盛土を行う行為（整地等の行為も含む。）、ストックヤードなどで土砂を堆積している行為等をいい

ます。 

 一時的に堆積する場合も「土砂の堆積」に含まれます。 

 同じ事業地内で、土砂を単に分けて堆積する場合も、堆積面積を合計して３，０００㎡以上であれば

届出の対象となります。 

 他法令（森林法、都市計画法等）の許可等に基づく土砂の堆積については、許可等の処分等に基づく

土砂の堆積の届出書（様式第３号）を提出することにより汚染調査が不要となる場合があります。 

 堆積に係る土地の汚染調査結果届出書の未提出又は虚偽の届出を行った場合、罰則（５０万円以下の

罰金）が科せられることがあります。 

 

窓口 

土砂の発生場所または土砂を堆積する区域を管轄する環境管理事務所（裏面参照） 

 さいたま市、川越市、川口市、越谷市、桶川市、毛呂山町、嵐山町及び鳩山町の区域での土砂の堆積

については県の土砂条例の適用除外となっています。 

 ３，０００㎡未満の土砂の堆積であっても、市町村の条例等による手続きが必要な場合がありますの

で、当該市町村にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 農地改良や開発、太陽光パネル設置に伴う造成などで、土砂を

用いて土地を埋め立てたり盛土を行ったりする

場合や、ストックヤード等を設置する場合は、

埼玉県土砂条例に基づく手続きが必要です。 

 事前に
．．．

環境管理事務所にご相談ください。 

埼 玉 県 
彩の国 

埼玉県のマスコット コバトン 



 
 
 
               埼玉県ホームページ（土砂の堆積による土壌の汚染の防止） 

               http://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-zando.html 

埼玉県のマスコット さいたまっち 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-zando.html

